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令和８年３月１０日 美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和８年３月１０日午後１時３０分農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

  

 

１番  佐々木 定 廣    １１番  齋 藤 美由木 

２番  継 田 竜 也    １２番  髙 橋 国 広 

３番  高 橋 広 樹    １３番   佐々木 竜 孝 

４番  奥 山 秀 治    １４番  加  藤 堅之助 

６番  深 田 秋 彦    １５番  髙 橋 秀 行     

７番  山 田 貞 子    １６番  細 井 千代文 

８番  髙 橋 孝 人    １７番  髙 橋 正 尚 

１０番  深 沢   靖     

     

           

     

                

                

 

    

 

 

本会委員出席者  １５名 

 

 

 

２．欠席委員は、次のとおり 

 

５番  小 西 嘉 之 

９番  髙 橋 一 平 

 

           欠席者  ２名 
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１．出席事務局職員 

 

局  長           加 藤 隆 輝 

農地調整班長         髙 橋 絹 子 

農地調整班上席主査      髙  橋 章 浩 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １  議事録署名員の指名について 

第 ２  議案第５号    農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ３  議案第６号   農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地 

            利用集積等促進計画の策定について（要請） 

    第 ４    議案第７号   引き続き農業経営を行っている旨の証明願いについて 

    第 ５  議案第８号  地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）変更（案） 

に対する意見について 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午後２時０７分本委員会の閉会を告げた。 
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令和８年３月１０日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和８年３月１０日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午後１時３０分 

  

４．閉     会     午後２時０７分 

 

５．議事録署名委員     １３番 佐々木 竜 孝 

１４番 加 藤 堅之助 

 

 

●議  長 それでは、ただ今から令和８年第３回農業委員会総会を開会いたします。た

だ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定により指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、１３番、佐々木委員、

１４番、加藤委員を指名します。   

●議  長 次に、日程第２、議案第５号農地法第３条の規定による許可申請についてを

上程し議題とします。議案第５号について事務局より説明願います。 

●農地調整班長 【 議案第５号、申請番号１７番から申請番号３６番までについて議案書を

もとに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

申請番号１７番、千畑地区の田１筆、９６６㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。当該地は渡人の自宅から遠く、耕作不便になっておりまし

た。また、受人の所有地に囲まれた中にあり、自家用野菜を栽培するため取

得するものです。売買価格は総額○○○円です。 

     申請番号１８番、千畑地区の田３筆、畑１筆、計４，８３３㎡、渡人は○○

○さん、受人は○○○さんです。両者は兄弟です。渡人は県外在住で、体調

も思わしくないため、弟へ贈与するものです。 

申請番号１９番、千畑地区の田１筆、１３７㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。 

渡人は県外在住で農地を手放したく、近隣を耕作している受人へ売買するも

のです。売買価格は総額○○○円です。 

申請番号２０番、仙南地区の田２筆、２４７㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。両者はこれまでも貸し借りをしていましたが、合作地を解

消するため売買するものです。売買価格は総額○○○円です。 
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     申請番号２１番、仙南地区の田１筆、５６３㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。合作地解消のためです。売買価格は１０ａあたり○○○円

です。 

申請番号２２番、千畑地区の田３筆、３，３０３㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。当該地は渡人の自宅から遠く耕作不便のため、隣地を

耕作している親戚の受人へ譲渡するものです。両者の話し合いにより対価は

ありません。 

申請番号２３番、仙南地区の田２１筆、畑１筆、計２７，６６４㎡、渡人は

○○○さん、受人は○○○さんです。両者は親子で後継者へ贈与するもので

す。 

申請番号２４番、六郷地区の田４筆、２１，２２９㎡、渡人は○○○、受人

は○○○さんです。公社特例事業で、令和２年に○○○さんから秋田県農業

公社へ所有権移転した農地で、１０年償還中ですが、繰り上げ償還し、受人

へ所有権を確定させるものです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

続きまして、使用貸借権です。 

申請番号２５番、千畑地区の田２筆、１２，７５１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。両者は親子です。法人との農地中間管理事業の契約

期間満了に伴い、今後は息子さんが耕作するため、使用貸借するものです。

期間は１０年間です。 

申請番号２６番、六郷地区の田３４筆、７７，０７７．２６㎡、渡人は○○

○さん、受人は○○○さんです。両者は親子で、後継者へ経営移譲します。

期間は１０年間です。 

申請番号２７番、六郷地区の田２筆、５，７９８㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。両者は親子で、後継者へ経営移譲します。期間は１０

年間です。 

申請番号２８番、仙南地区の田１２筆、畑２筆、計３０，１２１.５１㎡、渡

人は○○○さん、受人は○○○さんです。受人は渡人の娘さんの夫で、後継

者へ経営移譲します。期間は１０年間です。 

     申請番号２９番、仙南地区の田８筆、畑２筆、計２２，５８５㎡、渡人は○

○○さん、受人は○○○さんです。両者は親子で、後継者へ経営移譲します。

期間は１０年間です。 

     続きまして、賃貸借権です。 

申請番号３０番、千畑地区の田２筆、２，３７４㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。農地中間管理事業の契約期間満了に伴い、今後は農地

法第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１

０年間です。 

     申請番号３１番、六郷地区の田４筆、６，２３３㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。農地中間管理事業の契約期間満了に伴い、今後は農地

法第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５

年間です。 

     申請番号３２番、仙南地区の田８筆、１７，５３０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。農地中間管理事業の契約期間満了に伴い、今後は農

地法第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は

３年間です。 
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 以下３件の受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間

は１０年間です。 

     申請番号３３番、仙南地区の田５筆、１０，１７５㎡、渡人は○○○さんで

す。基盤強化法の利用権設定の期間満了に伴い、今後は農地法第３条で契約

するものです。  

     申請番号３４番、仙南地区の田２筆、１６，２０９㎡、渡人は○○○さんで

す。農地中間管理事業の契約期間満了に伴い、今後は農地法第３条で契約す

るものです。  

      申請番号３５番、仙南地区の田５筆、２１，２９０㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人は高齢のため経営規模を縮小したく、近隣で耕作している受人に耕

作をお願いするものです。 

      申請番号３６番、仙南地区の田４筆、９，６３６㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。農地中間管理事業の契約期間満了に伴い、今後は農地

法第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１

０年間です。 

      申請番号１７番から申請番号３６番までの２０件の申請内容につきましては、

農地法第３条第２項の各号には該当しておりませんので、許可要件を満たし

ているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第５号について事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それではこれより審議を行います。 

      申請番号１７番から申請番号３６番までについて質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１７番から申請番号３６番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１７番から申請番号３６番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第２、議案第５号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第３、議案第６号農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農用地利用集積等促進計画の策定について（要請）を上程し議題とします。

議案第６号について事務局より説明願います。 

●農地調整班長 【 議案第６号、申請番号２８９番から申請番号３２２番までについて議案

書をもとに朗読、説明 】 

始めに公社特例事業による所有権移転です。 

以下１６件の受人は公益社団法人秋田県農業公社で、公告予定日は３月３１

日です。 

 申請番号２８９番、千畑地区の田２筆、７，７８９㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんと○

○○さんです。渡人は農地を相続しましたが、県外在住のため農地を手放し

たく、売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号２９０番、千畑地区の田４筆、１１，７１５㎡、渡人は○○○さん

です。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんで
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す。渡人は体調不良のため農地を手放したく、農地中間管理事業の契約期間

満了に伴い売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号２９１番、千畑地区の田２筆、２，２３４㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんと○

○○さんです。渡人は高齢により農地を手放したく、農地中間管理事業の契

約期間満了に伴い売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号２９２番、千畑地区の田２筆、２，３０４㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。

合作地を解消するため、農地中間管理事業の契約期間満了に伴い売買するも

のです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号２９３番、千畑地区の田１筆、１，９８２㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。

合作地を解消するため、農地中間管理事業の契約期間満了に伴い売買するも

のです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号２９４番、千畑地区の田２筆、９，５４１㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんと○

○○さんです。渡人は高齢により農地を手放したいことと、合作地解消のた

め、農地中間管理事業の契約期間満了に伴い売買するものです。売買価格は

１０ａあたり○○○円です。 

申請番号２９５番、千畑地区の田１筆、２，０７０㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。

合作地を解消するため、農地中間管理事業の契約期間満了に伴い売買するも

のです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号２９６番、千畑地区の田１筆、６２６㎡、渡人は○○○さんです。

渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。合

作地を解消するため、農地中間管理事業の契約期間満了に伴い、隣地の所有

者へ売買するものです。売買価格は総額○○○円です。 

申請番号２９７番、千畑地区の田１筆、２３２㎡、渡人は○○○さんです。

渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。合

作地を解消するため、農地中間管理事業の契約期間満了に伴い、隣地の所有

者へ売買するものです。売買価格は総額○○○円です。 

申請番号２９８番、仙南地区の田２筆、７，６６８㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。

渡人は高齢により農地を手放したく、農地中間管理事業の契約期間満了に伴

い、これまでも耕作していた受人へ売買するものです。売買価格は１０ａあ

たり○○○円です。 

申請番号２９９番、仙南地区の田２筆、５，０２１㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんと○

○○さんです。合作地の解消のため、これまでも耕作していた受人へ売買す

るものです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号３００番、仙南地区の田３筆、２６，２１１㎡、渡人は○○○さん

です。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さん、

○○○さん、○○○さんです。渡人は高齢であり、近い将来県外の娘さんの

ところで住む予定があるため農地を手放したく、農地中間管理事業の契約期
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間満了に伴い、近隣で耕作している受人へそれぞれ売買するものです。売買

価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３０１番、仙南地区の田４筆、畑１筆、計４，９０８㎡、渡人は○

○○さんです。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○

○さんです。当該地は渡人の自宅から遠く、耕作不便になっていたことから、

近隣を耕作している受人へ売買するものです。売買価格は総額○○○円です。 

申請番号３０２番、仙南地区の田２筆、３，４７３㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。

当該地は渡人の自宅から遠く、耕作不便になっていたことから、近隣を耕作

している親戚の受人へ売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円

です。 

申請番号３０３番、仙南地区の田１７筆、３０，５８３㎡、渡人は○○○さ

んです。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は○○○さんで

す。渡人は今後も自ら耕作しないため、農地中間管理事業の契約期間満了に

伴い売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３０４番、仙南地区の田５筆、１，７９４㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は○○○さんです。

渡人は農地を相続しましたが、県外在住のため農地を手放したく、売買する

ものです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

 以下３件は、２月総会で所有者から秋田県農業公社へ売買した案件です。 

渡人は公益社団法人秋田県農業公社で、公告予定日は３月３１日です。 

申請番号３０５番、千畑地区の田１筆、９，００１㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は、総額○○○円です。 

申請番号３０６番、千畑地区の畑２筆、９，５３７㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は、総額○○○円です。 

申請番号３０７番、仙南地区の田１筆、６，３１２㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は、１０ａあたり○○○円です。 

続きまして、農地中間管理事業による貸借権の設定です。 

 以下３件の受人は○○○さんで、期間は１０年間です。 

      申請番号３０８番、千畑地区の田６筆、１１，７７６㎡、渡人は○○○さん

で、賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３０９番、千畑地区の田１８筆、２１，６５３．８１㎡、渡人は○

○○さんで、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号３１０番、千畑地区の田６筆、３，７０３.４６㎡、渡人は○○○さ

んで、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号３１１番、仙南地区の田３筆、４，９２０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

続きまして、貸借権移転です。 

契約期間は現在の契約の残存期間となります。 

以下１０件の渡人は○○○さん、受人は○○○さんです。 

両者は親子です。経営移譲による権利移転となります。 

申請番号３１２番、六郷地区の田５筆、９，１９６㎡、所有者は○○○さん 
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です。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３１３番、六郷地区の田１７筆、３７，１２６㎡、所有者は○○○

さん、○○○さん、○○○さんです。賃借料は総額○○○円です。 

申請番号３１４番、六郷地区の田４筆、１０，３８４㎡、所有者は○○○さ

んです。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３１５番、六郷地区の田４筆、２０，３２３㎡、所有者は○○○さ

んです。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３１６番、六郷地区の田１筆、１，１４３㎡、所有者は○○○さん

です。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３１７番、六郷地区の田７筆、１３，３１０㎡、所有者は○○○さ

んです。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３１８番、六郷地区の田１４筆、１４，３１５㎡、所有者は○○○

さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３１９番、六郷地区の田６筆、７，０８５㎡、所有者は○○○さん、

○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３２０番、六郷地区の田１筆、６６４㎡、所有者は○○○さんです。

賃借料は総額○○○円です。 

申請番号３２１番、六郷地区の田１８筆、畑１筆、計３６，８８３㎡、所有

者は○○○さん、○○○さん、○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○

○円です。 

申請番号３２２番、仙南地区の田３筆、１３，０２０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さん、所有者は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○

円です。両者は親子で、経営移譲に伴う権利移転です。 

 申請番号２８９番から申請番号３２２番までの３３件につきましては、農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の各要件を満たしている

ものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第６号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それではこれより審議を行います。 

      申請番号２８９番から申請番号３２２番までについてですが、本人案件があ

りますので、まずは、申請番号２８９番から申請番号３１０番までについて、

質疑を行います。質疑ございませんか。 

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２８９番から申請番号３１０番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２８９番から申請番号３１０番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号３１１番についてですが、本人案件ですので、農業委員会等

に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午後１時５２分 
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●議  長 それでは、申請番号３１１番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３１１番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３１１番については原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後１時５３分 

 

●議  長 次に、申請番号３１２番から申請番号３２２番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３１２番から申請番号３２２番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３１２番から申請番号３２２番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第３、議案第６号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第４、議案第７号引き続き農業経営を行っている旨の証明願いに

ついてを上程し議題とします。議案第７号について事務局より説明願いま

す。 

●農地調整班長 【 議案第７号について、議案書をもとに朗読、説明 】 

     贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予の適用を受けている方は、３

年ごとに農業経営を行っている旨の証明を、それぞれ大曲税務署、秋田総合

県税事務所に提出することになっております。贈与税の納税猶予の適用を受

ける方は、２９ページの６名、不動産取得税の徴収猶予の適用を受ける方は、

３０ページのとおり９名で、それぞれの方から証明願の申し出がありました。

備考にあります「特定貸付」の対象についてですが、令和４年５月からは「農

業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」の内容を踏まえ、農地中間

管理事業の推進に関する法律に基づき、機構に貸し付けた場合に改正されて

おります。この場合は、農業経営は廃止していないものとして、税の猶予の

適用が引き続き認められることとなっております。それぞれ確定申告書の写

しを添付していただき、農業を継続していることを確認しております。 

よって納税猶予、徴収猶予の要件は満たしているものと考えられます。以上

です。 

●議  長 議案第７号について事務局より説明が終わりました。 

●議  長 議案第７号についてですが、本人案件がありますので、農業委員会等に関す

る法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 
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                        ○番委員 退席 午後１時５６分 

 

●議  長 議案第７号につきまして質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 それでは、議案第７号については原案のとおり決することにご異議ございま

せんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議案第７号については原案のとおり決しま

した。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後１時５７分 

 

●議  長 次に、日程第５、議案第８号地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）変

更（案）に対する意見についてを上程し議題とします。議案第８号について

事務局より説明願います。 

●農地調整班長 【 議案第８号について、議案書をもとに朗読、説明 】 

     美郷町の地域計画は、昨年３月に策定いたしました。この地域計画は、年に

１回以上ブラッシュアップをしていくことになっております。 

転用に関するものは、事前変更、農業を担う者の追加、新たに農業用施設用

地となった土地の位置づけ、法人化、相続により生じた軽微な変更は、事後

の変更を可能としております。 

この国のマニュアルに基づきまして、農振除外・転用許可案件は、今年度２

回の事前協議をしていただき、意見聴取を経て、事前変更をしてまいりまし

た。 

今回は、事後の変更ということで令和７年度の権利設定、権利移転、新規就

農の実績に基づく、「農業を担う者」の追加、変更及び農業振興地域整備計

画における用途変更により、農業用施設用地となった土地を新たに位置づけ

ております。 

地域計画に追加、変更した主な内容につきましては１ページの一覧表のとお

りで、この追加、変更に伴いまして、目標地図も修正しております。 

集約・集積等、地域計画の達成には問題ないと判断しております。以上です。 

●議  長 議案第８号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

議案第８号について質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

●議  長 暫時休憩します。                                    午後２時００分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午後２時０６分 

 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、議案第８号についての意見の答申ですが、
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原案のとおり妥当と意見決定してもよろしいでしょうか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、日程第５、議案第８号については、妥当と

の意見を附して答申いたします。 

●議  長 以上で会議案件はすべて終了いたしました。 

●議  長 これをもちまして、令和８年第３回農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

   会議終了 午後２時０７分 
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上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

   令和８年３月１０日 

 

 

               美郷町農業委員会会長  髙  橋  正  尚 
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